
 

 

別表第一号（第２条第１項関係）  
 
 

修理業者登録申請書  
 
                     年   月   日   
 
 総務大臣  殿  
 

申請者（注１）郵便番号  

住  所  

ふ り が な
氏名又は名称        印  

電話番号  
 
 電波法第 38条の 39第１項の登録を受けたいので、下記のとおり
申請します。  

 
記  

 
１  修理を行う事務所の名称及び所在地（注２）  

 
 

２  修理の対象設備等（注３）  

無線設備の区分  取り扱う設備数  

コードレス電話   

携帯無線通信   

ＰＨＳ   

その他   

合  計   



 

 

３ 修理する特別特定無線設備の範囲、修理の方法の概要及び修理の確認の方法の概要 

無線設備の
区分（注 4） 修理する特別特定無線設備の範囲 修理の方法の概要（注８） 

修理の確
認の方法
の概要 

技
術
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準
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明
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（
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（
注
７
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修理の箇所 

工
事
設
計
に
合
致
す
る
修
理 

修理後の
特性試験
の実施方
法（注９） 
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を
委
託
し
て
実
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     □ □ □ □ □ □ □ □ □ (         ) □ □ □ □ 

     □ □ □ □ □ □ □ □ □ (         ) □ □ □ □ 

 
 



注１ 法人にあっては商号及び代表者氏名を記載すること。郵便番号及び住所は、本店

又は主たる事務所の所在地によること。また、氏名を自筆で記入したときは押印を

省略できる。なお、代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記入す

るほか、当該代理人の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号を付記すること。 

２ 修理を行う事務所が複数ある場合はそれらを全て記載すること。また、事務所の

数が多い場合は適宜別紙に記載することができる。 

  ３ 特別特定無線設備の種別に応じて、「コードレス電話」、  「携帯無線通信」、

「ＰＨＳ」又は「その他」の欄に取り扱う設備数を記載すること（技術基準適合証

明番号等に係る特別特定無線設備が複数の区分に該当する場合は、それら全てに記

載すること）。    

  ４ 特別特定無線設備の種別に応じて、「コードレス電話」、「携帯無線通信」、「Ｐ

ＨＳ」又は「その他」と記載すること（技術基準適合証明番号等に係る特別特定無

線設備が複数の区分に該当する場合は、それら全てについて記載すること）。   

  ５ 「技術基準適合証明を受けた特別特定無線設備の種別」、「工事設計認証に係る

工事設計に基づく特別特定無線設備の種別」又は「技術基準適合自己確認を行った

特別特定無線設備の種別」を記載すること。 

  ６ 「技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称」、「工事設計認証を受けた者の

氏名又は名称」又は「技術基準適合自己確認を行った者の氏名又は名称」を記載す

ること。 

  ７ 「技術基準適合証明を受けた特別特定無線設備の型式又は名称」、「工事設計認

証に係る工事設計に基づく特別特定無線設備の型式又は名称」又は「技術基準適合

自己確認を行った特別特定無線設備の型式又は名称」を記載すること。 

  ８ 該当する修理の箇所に✓印を付けること。ただし、第３条第１項の修理が可能な

場合は「工事設計に合致する修理を実施」にのみ✓印を付けること。 

  ９ 修理した特別特定無線設備に対する特性試験の実施方法について、該当する箇所

に✓印を付けること。 

  10 用紙は、日本産業規格A列４番とする。 

  11   修理する特別特定無線設備の範囲が２を超える場合は、適宜、行を追加し記載

すること。 


	5-2 5
	5-2 6
	5-2 7

